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Ⅰ　総　　　　則

1 適　　　用

⑴　当社が，一般送配電事業者または配電事業者（以下「一般送配電事業者

等」といいます。）が維持および運用する供給設備を介して特定需要に応じ

て電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は，この電気特定小売供

給約款（以下「この供給約款」といいます。）によります。

⑵　この供給約款は，当社の供給区域である次の地域に適用いたします。

　　滋賀県，京都府，大阪府，奈良県，和歌山県，兵庫県（一部を除きます。），

福井県の一部，岐阜県の一部，三重県の一部

2 供給約款の届出および変更

⑴　この供給約款は，電気事業法附則第18条第４項の規定および電気事業法附

則第16条第４項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適

用される旧電気事業法第19条第４項の規定にもとづき，経済産業大臣に届け

出たものです。

⑵　当社は，経済産業大臣の認可を受け，または経済産業大臣に届け出て，こ

の供給約款を変更することがあります。この場合には，電気料金その他の供

給条件は，変更後の電気特定小売供給約款によります。

3 定　　　義

　次の言葉は，この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

⑴　低　　圧

　標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。

⑵　電　　灯

　白熱電球，けい光灯，ネオン管灯，水銀灯等の照明用電気機器（付属装置

を含みます。）をいいます。
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⑶　小型機器

　主として住宅，店舗，事務所等において単相で使用される，電灯以外の低

圧の電気機器をいいます。ただし，急激な電圧の変動等により他のお客さま

の電灯の使用を妨害し，または妨害するおそれがあり，電灯と併用できない

ものは除きます。

⑷　動　　力

　電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

⑸　契約負荷設備

　契約上使用できる負荷設備をいいます。

⑹　契約主開閉器

　契約上設定されるしゃ断器であって，定格電流を上回る電流に対して電路

をしゃ断し，お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

⑺　契約容量

　契約上使用できる最大容量（キロボルトアンペア）をいいます。

⑻　契約電力

　契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。

⑼　夏　　季

　毎年７月１日から９月30日までの期間をいいます。

⑽　その他季

　毎年10月１日から翌年の６月30日までの期間をいいます。

⑾　再生可能エネルギー発電促進賦課金

　　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再生可

能エネルギー特別措置法」といいます。）第36条第１項に定める賦課金をい

います。

⑿　貿易統計

　関税法にもとづき公表される統計をいいます。

⒀　平均燃料価格算定期間
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　貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する

場合の期間とし，毎年１月１日から３月31日までの期間，２月１日から４月30

日までの期間，３月１日から５月31日までの期間，４月１日から６月30日まで

の期間，５月１日から７月31日までの期間，６月１日から８月31日までの期間，

７月１日から９月30日までの期間，８月１日から10月31日までの期間，９月１

日から11月30日までの期間，10月１日から12月31日までの期間，11月１日から

翌年の１月31日までの期間または12月１日から翌年の２月28日までの期間（翌

年が閏年となる場合は，翌年の２月29日までの期間といたします。）をいいま

す。

4 単位および端数処理

　この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理

は，次のとおりといたします。

⑴　契約負荷設備の個々の容量の単位は，１ワットまたは１ボルトアンペアと

し，その端数は，小数点以下第１位で四捨五入いたします。

⑵　契約容量の単位は，１キロボルトアンペアとし，その端数は，小数点以下

第１位で四捨五入いたします。

⑶　契約電力の単位は，１キロワットとし，その端数は，小数点以下第１位で

四捨五入いたします。ただし，低圧電力，臨時電力または農事用電力につい

ては，19（低圧電力）⑷を適用した場合に算定された値が0 . 5キロワット以

下となるときは，契約電力を0 . 5キロワットといたします。

⑷　使用電力量の単位は，１キロワット時とし，その端数は，小数点以下第１

位で四捨五入いたします。

⑸　力率の単位は，１パーセントとし，その端数は，小数点以下第１位で四捨

五入いたします。

⑹　料金その他の計算における合計金額の単位は，１円とし，その端数は，切

り捨てます。
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5 実 施 細 目

　この供給約款の実施上必要な細目的事項は，この供給約款の趣旨に則り，そ

のつどお客さまと当社との協議によって定めます。


